
◎奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置

法の一部を改正する法律 
（平成三一年三月三〇日法律第八号）   

一、 提案理由（平成三一年三月八日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸

島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げ

ます。 

 奄美群島及び小笠原諸島につきましては、それぞれ昭和二十八年、昭和四十三年の本

土復帰以来、これまで国による特別措置を講じ、関係地方公共団体や島民の方々の不断

の努力により、基礎条件の改善とその振興開発を着実に実施してまいりました。 

 しかしながら、両地域は、本土から隔絶した外海に位置しているなど、厳しい地理的、

自然的特性等の特殊事情による不利性を抱え、なお本土との間に経済面、生活面での格

差が存在しております。自立的で持続可能な発展に向けて、地域の特性に応じた産業の

振興による雇用の拡大と定住の促進を図るため、引き続き、特別の措置を講ずるととも

に、地域主体の振興開発の取組を進めていく必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 両法律の有効期限を五年間延長し、地方公共団体が策定する振興開発計画に基づく港

湾等の事業に対して国庫補助率のかさ上げを行う等、特別の措置を引き続き講ずること

としております。 

 その他、これに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成三一年三月一四日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理

的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠

原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長する等の措置を講じようと

するものであります。 

 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、翌八日石井国土交通大臣から提案理由の

説明を聴取し、十三日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年三月一三日） 



 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 奄美群島及び小笠原諸島の振興開発基本方針の策定に当たっては、地元の創意工夫

が十分に発揮できる内容となるよう留意すること。 

二 奄美群島及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、医療・介護等生活環境

の改善について具体的かつ充実した施策の実施に努めるとともに、両地域における交

流人口の増大や物価格差の是正等のため、人の往来及び物資の流通に要する費用の低

廉化に資するための施策の充実について検討を加え、所要の措置の実現を図ること。 

三 奄美群島振興交付金制度は、主にソフト面での支援施策として、地域が主体的に施

策を実施するためのものである趣旨に鑑み、積極的な活用が図られるようきめ細かな

配慮をすること。また、奄美群島の特性に即した産業を図るため、大島紬・黒糖焼酎

等の地域の特性を生かした地場産業のより一層の振興が図られるよう配慮すること。 

四 奄美群島及び小笠原諸島は、自然環境面において極めて貴重な地域であることから、

その振興開発に当たっては、自然環境の保護・保全に積極的に取り組むとともに、エ

コツーリズム等の自然環境の保護・保全と両立する持続的な観光振興が図られるよう

配慮すること。 

五 離島航空路線が住民の生活路線であること、他地域との交流の活発化に欠かせない

インフラであること等に鑑み、地元の意見や自然環境との調和に十分配慮しつつ、本

土・奄美群島間の航空の利便性向上や小笠原諸島における航空路の開設を含め、必要

となる取組に努めること。 

六 奄美群島及び小笠原諸島は、台風の常襲地帯に位置するとともに、南海トラフ地震

に伴う津波被害も想定されるなど、災害を被りやすい地理的・自然的条件にあること

から、必要な防災・減災対策を推進すること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成三一年三月二九日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに

地理的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び

小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成三十六年三月三十一日まで延長する等

の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、奄美・小笠原地域における振興開発の成果と今後の取組、両

地域における観光振興の在り方及び生態系保護への配慮、奄美群島航空路線の運賃軽減

策及び小笠原諸島の航空路開設に向けた取組状況等について質疑が行われましたが、そ

の詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 



 なお、本法律案に対しまして附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年三月二八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 奄美群島及び小笠原諸島の振興開発基本方針の策定に当たっては、地元の創意工夫

が十分に発揮できる内容となるよう留意すること。 

二 奄美群島及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、医療・介護を始めとす

る生活環境の改善について具体的かつ充実した施策の実施に努めるとともに、両地域

における交流人口の増大や物価格差の是正等のため、人の往来及び物資の流通に要す

る費用の低廉化に資するための施策の充実について検討を加え、所要の措置の実現を

図ること。 

三 奄美群島振興交付金制度は、主にソフト面での支援施策として、地域が主体的に施

策を実施するためのものである趣旨に鑑み、積極的な活用が図られるようきめ細かな

配慮をすること。また、大島紬・黒糖焼酎等の地場産業のより一層の活性化、奄美群

島の条件不利性を克服するための情報通信産業の振興等が図られるよう配慮すること。 

四 奄美群島及び小笠原諸島は、自然環境面において極めて貴重な地域であることから、

その振興開発に当たっては、自然環境の保護・保全に積極的に取り組むとともに、エ

コツーリズム等の自然環境の保護・保全と両立する持続的な観光振興が図られるよう

配慮すること。 

五 離島航空路線が住民の生活路線であること、他地域との交流の活発化に欠かせない

インフラであること等に鑑み、地元の意見や自然環境との調和に十分配慮しつつ、本

土・奄美群島間の航空の利便性向上や小笠原諸島における航空路の開設を含め、必要

となる取組に努めること。 

六 奄美群島及び小笠原諸島は、台風の常襲地帯に位置するとともに、南海トラフ地震

に伴う津波被害も想定されるなど、災害を被りやすい地理的・自然的条件にあること

から、必要な防災・減災対策をより一層推進すること。 

  右決議する。 

 


